
以下のURLよりお申込みください。（申込締切：２月８日（日）23：59）

https://info.ipa.go.jp/form/pub/application/semi-reg14

※定員になり次第締め切りになります。お早めにお申込みください。

お問い合わせ先

万一、自社がサイバー攻撃に遭った場合、まず何をす
れば良いか、準備はできていますか？
本演習は、ランサムウエア感染に遭った際、対応すべき
一連の流れや実施する項目を、実際の事故を想定し
て体験するワークショップです。終了後には、個別相談
会も開催します！ぜひご参加ください！！

参加申込方法

開 催 日 時 2026年2月12日（木）13：30～16：30 （受付13：00～）

開 催 形 式 講習 及び 演習（グループディスカッション）を集合形式で実施

会 場
松戸商工会議所【別館】1階ホール JR松戸駅から徒歩７分

千葉県松戸市松戸２０６０

参 加 費 無料※各社2名まで参加できます。（個別相談20分程度も無料）

対象・定員
中小企業経営者層およびシステム責任者など 定員20名
情報セキュリティに関する知識レベルは問いません。

2月12日（木）
開催！

第2回セキュリティ・インシデント（事故）対応
机上演習（ワークショップ）＜無料＞

～中小企業経営層・システム責任者向け～

個別相談会も開催！

☆事前予約制

【セミナー運営事務局】株式会社船井総合研究所 担当 園田・積山
E-mail: px-isec-seminar@ipa.go.jp
TEL:03-6684-5159 (10:00-17:00 土日祝日除く)
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主催・協力団体・事務局

・主催：千葉県地域SECUNITY（セキュリティ・コミュニティ）連絡会
・共催：独立行政法人情報処理推進機（IPA）／
・協力団体：
千葉県／市原市／千葉市／船橋市／公益財団法人千葉県産業振興センター／
千葉県よろず支援拠点／公益財団法人千葉市産業振興財団／
一般社団法人千葉県商工会議所連合会／千葉県商工会連合会／千葉県中小企業団体中央会／
市原商工会議所／株式会社日本政策金融公庫／株式会社千葉銀行／株式会社千葉興業銀行／
株式会社京葉銀行／千葉信用金庫／公益社団法人千葉県情報サービス産業協会
・事務局：特定非営利活動法人ITCちば経営応援隊／経済産業省関東経済産業局／

総務省関東総合通信局

【参考教材】 中小企業のためのセキュリティインシデント手引き

https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html

プログラム

千葉県地域SECUNITY（セキュリティ・コミュニティ）連絡会とは

千葉県内の中小企業等のセキュリティ意識向上やサイバーセキュリティ対策支援等を実施するために、県内
の自治体、商工団体、金融機関等に加え、経済産業省関東経済産業局及び総務省関東総合通信局
を含む23団体が参加した組織です。

13:30～13:40 開会、主催者挨拶、進行の説明

13:40～14:15
（35分）

【講習】「中小企業のためのセキュリティインシデント手引き」をベース
にインシデント対応のポイントを学習

14:15～14:20 休憩

14:20～15:20
（60分）

【演習１】仮想企業で発生したランサムウェア感染時の初動対応方
法を、グループでディスカッション

15:20～15:30 休憩

15:30～16:20
（50分）

【演習２】ランサムウェア感染からの業務・システムの復旧や再発防
止、公表について対応方針・方法をグループで検討。

16:20～16:30 質疑応答、各種案内、閉会

16:30～17:30 講師専門家との個別相談会（事前予約制：1社20分程度）

【個人情報保護方針】ご提供いただいた個人情報は、事務局ならびに主催者が、本セミナーの運営においてのみ使用し、事務局においてその保護について万全を
期すとともに、ご本人の同意無しに事務局及び主催者・講師以外の第三者に開示、提供することはありません。

＜中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン付録＞
インシデント対応時に整理しておくべき事項のリストや、「検知・初動対応」「報
告・公表」「復旧・再発防止」といった基本ステップごとのアクションを示しています。
更に、ウイルス感染・ランサムウェア感染の場合、情報漏えいの場合、システム
停止の場合と、場合ごとに1ページずつ解説するほか、相談談窓口や報告先も
紹介しています。
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